
終生めんどうをみるのが原則です。
どうしても飼えなくなったら新しい飼い主をさがしてくださ
い。それでも見つからないときは、堺市で引き取ることもで
きます。
必ず事前に、動物指導センターへ相談してください。やむを
得ないと判断した場合のみ、日時・場所を指定し、有料で引
き取ります。
　※１ヶ月以内に人を咬んだ犬は引き取りできません。
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犬が吠えるのは当たり前？
ご近所に迷惑をかけているかもしれません。
しつけをするのも飼い主さんの大切な責任です。
一度、かかりつけの獣医師や動物指導センターに相談してくだ
さい。



　　　　　　犬の飼養標識について
大阪府条例により、住居の出入口等人の見やすい箇所に、犬を飼養してい
ることが容易に識別できる文字若しくは図形又はこれらを組み合わせたも
のを表示しなければなりません。
＊室内犬でも表示は必要です。

例１：文字

例２：イラスト

１．咬まれた人に傷の手当てなど、誠意をもって対応しましょう。
　　　　　（犬が逃げ出したから、というのは言い訳になりません！）
２．“飼い犬咬傷届出書”を動物指導センターに出してください。
３．狂犬病予防注射の実施の有無にかかわらず、獣医師による検診（狂犬
　病鑑定）を受けさせてください。
※　咬まれた人は狂犬病を一番心配しています。狂犬病の予防接種を実施
　していることや狂犬病鑑定の結果を、咬まれた人に伝えましょう。
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